
防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

（
傍
線
部
分
は
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
部
分
）

第
一

防
衛
省
設
置
法
の
一
部
改
正

自
衛
官
の
定
数
を
改
め
る
こ
と

（
第
六
条
関
係
）

。

第
二

自
衛
隊
法
の
一
部
改
正

一

海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
隊
、
掃
海
隊
群
等
を
水
上
艦
隊
に
新
編
し
、
そ
の
隷
下
部
隊
に
水
上
戦
群
、
水
陸
両
用
戦
機
雷

戦
群
及
び
哨
戒
防
備
群
を
新
編
す
る
と
と
も
に
、
情
報
作
戦
集
団
を
新
編
す
る
こ
と

（
第
十
五
条
、
第
十
六
条
の
二
、

。

し
よ
う

第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
三
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

二

航
空
自
衛
隊
の
航
空
戦
術
教
導
団
を
廃
止
す
る
こ
と

（
第
二
十
条
関
係
）

。

三

陸
上
自
衛
隊
の
補
給
統
制
本
部
を
補
給
本
部
に
改
編
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と

（
第
二
十

。

四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
三
、
第
二
十
七
条
の
四
及
び
第
二
十
八
条
関
係
）

四

自
衛
官
候
補
生
の
身
分
を
廃
止
す
る
こ
と

（
第
二
十
九
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
、
第
五
十
八
条
及
び
第
九

。

十
七
条
関
係
）



五

自
衛
官
の
再
任
用
に
つ
い
て
、
定
年
退
職
等
の
後
に
自
衛
官
と
し
て
の
勤
務
か
ら
一
旦
離
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
自
衛

官
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
し
得
る
体
力
や
能
力
等
を
維
持
し
て
い
る
も
の
は
再
任
用
の
対
象
と
す
る
こ
と

（
第
四
十
五

。

条
の
二
関
係
）

六

一
定
期
間
以
上
在
職
し
、
か
つ
、
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
即
応
予
備
自
衛
官
に
支
給
す
る
勤
続
報
奨
金
を
予
備
自
衛

官
に
も
支
給
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

（
第
七
十
二
条
の
二
、
第
七
十
五
条
の
七
及
び
第
七
十
五
条
の
八
関
係
）

。

七

事
業
を
営
む
予
備
自
衛
官
又
は
即
応
予
備
自
衛
官
に
対
す
る
当
該
事
業
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
給
付
金
を
新
設
す
る

こ
と

（
第
七
十
三
条
の
三
、
第
七
十
三
条
の
四
及
び
第
七
十
五
条
の
八
関
係
）

。

八

物
品
役
務
相
互
提
供
協
定
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と

（
第
八
十
四
条
の
五
、
第
百
条
の
六
及
び
第
百
条
の
八

。

か
ら
第
百
条
の
十
九
ま
で
関
係
）

九

留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
防
衛
大
学
校
の
学
生
に
対
し
て
、
留
学
中
又
は
留
学
終
了
後
一
定
期
間
内
に
離
職
し
た
場
合
、
国

が
支
出
し
た
留
学
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
償
還
さ
せ
る
た
め
の
規
定
を
新
設
す
る
こ
と

（
第
三
十
三
条
及
び
第
九
十

。

九
条
の
二
関
係
）

、

。

十

装
備
移
転
の
対
象
と
な
る
船
舶
の
製
造
等
を
実
施
す
る
た
め

船
舶
安
全
法
等
の
適
用
除
外
規
定
等
を
整
備
す
る
こ
と



（
第
百
九
条
、
第
百
十
一
条
の
二
及
び
第
百
十
一
条
の
三
関
係
）

第
三

自
衛
隊
法
の
一
部
改
正

装
備
移
転
の
対
象
と
な
る
航
空
機
及
び
船
舶
の
製
造
等
並
び
に
無
人
船
舶
の
民
間
人
に
よ
る
試
験
航
行
等
を
実
施
す
る
た

め
、
航
空
法
等
及
び
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
の
適
用
除
外
規
定
等
を
整
備
す
る
こ
と

（
第
百
七
条
、
第
百
九

。

条
か
ら
第
百
十
一
条
の
三
ま
で
及
び
附
則
第
七
項
関
係
）

第
四

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

入
隊
直
後
か
ら
営
舎
や
船
舶
等
に
お
い
て
集
団
生
活
を
送
る
特
殊
な
生
活
環
境
下
に
あ
る
自
衛
官
に
支
給
す
る
指
定
場

所
生
活
調
整
金
を
新
設
す
る
こ
と

（
第
一
条
及
び
第
二
十
六
条
の
三
関
係
）

。

二

航
空
管
制
業
務
を
行
う
自
衛
官
に
支
給
す
る
航
空
管
制
官
手
当
を
新
設
す
る
こ
と

（
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
九
条

。

及
び
第
二
十
七
条
関
係
）

三

航
空
機
乗
員
に
支
給
す
る
航
空
手
当
の
上
限
額
並
び
に
予
備
自
衛
官
手
当
及
び
即
応
予
備
自
衛
官
手
当
の
月
額
を
そ
れ

ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と

（
第
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
三
及
び
第
二
十
四
条
の
四
関
係
）

。

第
五

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正



自
衛
官
候
補
生
の
身
分
の
廃
止
に
伴
う
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と

（
第
一
条
、
第
四
条
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
二

。

条
、
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
七
ま
で
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
三
及
び
第
二
十
八
条
関
係
）

第
六

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

大
規
模
な
災
害
に
対
処
す
る
外
国
の
軍
隊
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
、
物
品
役
務
相
互
提
供
協
定
の
締

約
国
を
対
象
と
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と

（
第
三
十
三
条
関
係
）

。

第
七

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
ほ
か
、
必
要
な
施
行

期
日
を
定
め
る
こ
と

（
附
則
第
一
条
関
係
）

。

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
関
係
）


